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(54)【発明の名称】 電動湾曲内視鏡

(57)【要約】
【課題】  湾曲部の操作者の意図しない湾曲動作を防止
可能な電動湾曲内視鏡を実現する。
【解決手段】  電動湾曲内視鏡装置１は、挿入部先端側
の湾曲部１２を電動で湾曲動作させる湾曲駆動部３０を
備えた電動湾曲内視鏡２と、この電動湾曲内視鏡２の前
記湾曲駆動部３０を駆動制御する湾曲制御装置５とを有
して構成される。前記電動湾曲内視鏡２は、操作部７の
把持部７ａにジョイスティックやトラックボール等の湾
曲操作入力部２０が設けられている。そして、前記電動
湾曲内視鏡２は、操作者の湾曲操作意図を検知する意図
検知部３９を設けられ、この意図検知部３９で検知した
結果に基づいて前記湾曲制御装置５に設けた制御部３５
が前記湾曲操作入力部２０の入力指示を有効とするよう
に構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  挿入部先端側に設けた湾曲部を湾曲動作
させる湾曲駆動手段と、前記湾曲部に対する湾曲動作を
指示入力するための湾曲操作入力手段とを有する電動湾
曲内視鏡において、
前記湾曲部の操作者の意図しない湾曲動作を防止するた
めの防止手段を設けたことを特徴とする電動湾曲内視
鏡。
【請求項２】  前記防止手段は、操作者の湾曲操作意図
を検知する意図検知手段を有し、この意図検知手段で検
知した結果に基づき、前記湾曲操作入力手段の入力指示
を有効又は無効とすることを特徴とする請求項１に記載
の電動湾曲内視鏡。
【請求項３】  前記防止手段は、前記湾曲操作入力手段
の湾曲操作時に、この湾曲操作入力手段の操作位置が所
定の位置に達したことを告知する告知手段であることを
特徴とする請求項１に記載の電動湾曲内視鏡。
【請求項４】  前記防止手段は、前記湾曲操作入力手段
の湾曲操作時に、この湾曲操作入力手段に動作抵抗を生
じさせる動作抵抗手段であることを特徴とする請求項１
に記載の電動湾曲内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、挿入部先端側に設
けた湾曲部を電動で湾曲動作させる電動湾曲内視鏡に関
する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、内視鏡は、広く利用されてい
る。内視鏡は、細長の挿入部を体腔内に挿入することに
より、体腔内臓器などを観察したり、必要に応じて処置
具チャンネル内に挿通した処置具を用いて各種治療処置
ができる。また、工業分野においても、内視鏡は、細長
の挿入部を挿入することにより、ボイラ，タービン，エ
ンジン，化学プラントなどの内部の傷や腐蝕などを観察
したり検査することができる。
【０００３】このような内視鏡は、細長な挿入部の先端
部基端側に湾曲自在な湾曲部を連設している。上記内視
鏡は、操作部に設けられた湾曲操作レバーやジョイステ
ィック等の湾曲操作入力手段を操作することにより、上
記湾曲部の湾曲位置や湾曲速度を湾曲量として指示入力
される。そして、上記内視鏡は、上記指示入力される湾
曲量に基づき、湾曲操作ワイヤを機械的に牽引弛緩さ
せ、上記湾曲部が湾曲動作される。
【０００４】このような内視鏡は、湾曲駆動手段として
内蔵したモータを回動制御してこのモータの駆動力によ
り上記湾曲操作ワイヤを牽引弛緩して上記湾曲部を電動
で湾曲動作される電動湾曲内視鏡がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の電動湾曲内視鏡は、上記湾曲操作入力手段が例え
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ば、ジョイスティックをある程度傾けると、上記湾曲部
の湾曲動作がある角度分実行されるように、入力と出力
とが関係する位置指令である場合、問題となる。ここ
で、問題となるのは、上記湾曲部の最大湾曲角度が例え
ば、２１０度，１６０度，１００度等に設定されている
ものである。
【０００６】この場合、上記従来の電動湾曲内視鏡は、
上記湾曲操作入力手段の入出力と上記湾曲部の湾曲角度
とを正比例に関係させようとすると、上記湾曲操作入力
手段を回動レバー式（手動式）に構成しなければならな
くなる。すると、上記電動湾曲内視鏡は、上記湾曲操作
入力手段の操作が煩雑で、上記湾曲部の湾曲動作を電動
化した意味がなくなる。従って、このような電動湾曲内
視鏡は、親指一本で上記湾曲操作入力手段を湾曲操作す
ることができなくなる。
【０００７】そこで、上記電動湾曲内視鏡は、上記湾曲
操作入力手段の入出力を増幅させて、上記湾曲部の湾曲
角度に正比例の関係を持たせる必要がある。例えば、上
記電動湾曲内視鏡は、ジョイスティックの３０度の傾き
に対して湾曲部の湾曲角度を２１０度に設定したとす
る。すると、この場合、上記電動湾曲内視鏡は、ジョイ
スティックを１度傾けるだけで、湾曲部が湾曲角度とし
て７度も湾曲動作してしまう。
【０００８】一方、例えば、上記電動湾曲内視鏡は、ジ
ョイスティックのスティック部を長く形成して親指の可
能範囲ぎりぎりまで操作範囲を広げたとしても、ジョイ
スティックの微妙な操作が困難である。しかも、この場
合、上記電動湾曲内視鏡は、ジョイスティックのスティ
ック部を長く形成しているので、操作者がついうっかり
と落としたり、ぶつけたり或いは不用意に操作した場
合、また検査中に操作部を振ったときに、慣性力によっ
てジョイスティックが傾くことにより湾曲部が意図しな
い湾曲動作を行ってしまう虞れが生じる。
【０００９】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
で、湾曲部の操作者の意図しない湾曲動作を防止可能な
電動湾曲内視鏡を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】請求項１に係わる本発明
は、挿入部先端側に設けた湾曲部を湾曲動作させる湾曲
駆動手段と、前記湾曲部に対する湾曲動作を指示入力す
るための湾曲操作入力手段とを有する電動湾曲内視鏡に
おいて、前記湾曲部の操作者の意図しない湾曲動作を防
止するための防止手段を設けたことを特徴としている。
また、請求項２に係わる本発明は、請求項１の電動湾曲
内視鏡において、前記防止手段は、操作者の湾曲操作意
図を検知する意図検知手段を有し、この意図検知手段で
検知した結果に基づき、前記湾曲操作入力手段の入力指
示を有効又は無効とすることを特徴としている。また、
請求項３に係わる本発明は、請求項１の電動湾曲内視鏡
において、前記防止手段は、前記湾曲操作入力手段の湾
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曲操作時に、この湾曲操作入力手段の操作位置が所定の
位置に達したことを告知する告知手段であることを特徴
としている。また、請求項４に係わる本発明は、請求項
１の電動湾曲内視鏡において、前記防止手段は、前記湾
曲操作入力手段の湾曲操作時に、この湾曲操作入力手段
に動作抵抗を生じさせる動作抵抗手段であることを特徴
としている。この構成により、湾曲部の操作者の意図し
ない湾曲動作を防止可能な電動湾曲内視鏡を実現する。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図４は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は本発明の第１の実施の形態を
備えた電動湾曲内視鏡装置を示す全体構成図、図２は図
１の電動湾曲内視鏡装置を示す概略構成図、図３は操作
部の把持部に設けた意図検知部を示す概略説明図、図４
は湾曲制御のフローチャートである。
【００１２】図１に示すように本発明の第１の実施の形
態を備えた電動湾曲内視鏡装置１は、挿入部先端側に設
けた後述の湾曲部を電動で湾曲動作させる湾曲駆動部
（図２参照）を備えた電動湾曲内視鏡２と、前記電動湾
曲内視鏡２に照明光を供給する光源装置３と、前記電動
湾曲内視鏡２に内蔵される後述の撮像手段に対する信号
処理を行うビデオプロセッサ４と、前記電動湾曲内視鏡
２の前記湾曲駆動部を駆動制御する湾曲制御装置５とか
ら構成されている。尚、前記ビデオプロセッサ４は、図
示しないモニタに接続され、このモニタに映像信号を出
力して内視鏡画像を表示させるようになっている。
【００１３】前記電動湾曲内視鏡２は、前記挿入部６の
基端側に連設され、把持部７ａを兼ねる操作部７を設け
ている。前記電動湾曲内視鏡２は、この操作部７に側部
から延出した軟性のユニバーサルコード８が設けられて
いる。このユニバーサルコード８は、図示しないライト
ガイドや信号ケーブルを内挿している。このユニバーサ
ルコード８は、この端部にコネクタ部９が設けられてい
る。前記コネクタ部９は、この先端に前記光源装置３に
着脱自在に接続されるライトガイドコネクタ（以下、Ｌ
Ｇコネクタ）９ａと、このＬＧコネクタ９ａの側部に前
記ビデオプロセッサ４の接続ケーブル４ａが着脱自在に
接続されるビデオコネクタ９ｂ及び前記湾曲制御装置５
の接続ケーブル５ａが着脱自在に接続されるアングルコ
ネクタ９ｃが設けられている。
【００１４】前記内視鏡挿入部６（電動湾曲内視鏡２の
挿入部６のこと）は、先端に設けられた硬質の先端部１
１と、この先端部１１の基端側に設けられた湾曲自在の
湾曲部１２と、この湾曲部１２の基端側に設けられた長
尺で可撓性を有する可撓管部１３とが連設されて構成さ
れている。
【００１５】前記内視鏡操作部７（電動湾曲内視鏡２の
操作部７のこと）は、使用者が握って把持する部位であ
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る把持部７ａを基端側に有している。前記内視鏡操作部
７は、前記把持部７ａの上部側に前記ビデオプロセッサ
４を遠隔操作するための複数のビデオスイッチ１４ａが
配置されている。また、前記内視鏡操作部７は、この側
面に送気操作、送水操作を操作するための送気送水釦１
５と、吸引操作を操作するための吸引釦１６とが設けら
れている。
【００１６】更に、前記内視鏡操作部７は、前記把持部
７ａの前端付近に生検鉗子等の処置具を挿入する処置具
挿入口１７が設けられている。この処置具挿入口１７
は、その内部において図示しない処置具挿通用チャンネ
ルと連通している。前記処置具挿入口１７は、鉗子等の
図示しない処置具を挿入することにより、内部の処置具
挿通チャンネルを介して前記先端部１１に形成されてい
るチャンネル開口から前記処置具の先端側を突出させて
生検などを行うことができる。また、前記内視鏡操作部
７は、前記湾曲部１２を湾曲動作させるために操作入力
するジョイスティックやトラックボール等の湾曲操作入
力部２０が設けられている。
【００１７】図２に示すように前記電動湾曲内視鏡２
は、照明光を伝達するライトガイド２１が前記挿入部６
に挿通配設されている。このライトガイド２１は、基端
側が前記操作部７を経て前記ユニバーサルコード８の前
記コネクタ部９に至り、前記光源装置３内に設けた図示
しない光源ランプからの照明光を伝達するようになって
いる。前記ライトガイド２１から伝達された照明光は、
照明光学系２２を介して挿入部先端部１１に固定された
図示しない照明窓の先端面から患部などの被写体を照明
するようになっている。
【００１８】照明された被写体は、前記照明窓に隣接し
て設けた図示しない観察窓から被写体像を取り込まれ
る。そして、取り込まれた被写体像は、対物光学系２３
を介してCCD（電荷結像素子）等の撮像装置２４により
撮像されて光電変換され、撮像信号に変換されるように
なっている。そして、この撮像信号は、前記撮像装置２
４から延出する信号ケーブル２４ａを伝達し、前記操作
部７を経て前記ユニバーサルコード８のビデオコネクタ
９ｂに至り、前記接続ケーブル４ａを介して前記ビデオ
プロセッサ４へ出力される。前記ビデオプロセッサ４
は、前記電動湾曲内視鏡２の撮像装置２４からの撮像信
号を信号処理して、標準的な映像信号を生成し、モニタ
に内視鏡画像を表示させるようになっている。
【００１９】前記電動湾曲内視鏡２の挿入部先端部１１
は、この基端部に前記湾曲部１２を構成する互いに回動
自在に連結された複数の湾曲駒２５、２５、…の最先端
の湾曲駒２５ａが接続されている。一方、前記湾曲駒２
５、２５、…の最終駒２５ｂは、前記可撓管部１３の先
端側に接続されている。
【００２０】前記挿入部２は、前記湾曲部１２を観察視
野の上下左右方向に湾曲するための湾曲操作ワイヤ２６
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を挿通している。前記湾曲操作ワイヤ２６の先端は、前
記湾曲部１２の上下、左右方向に対応する位置で、前記
最先端の湾曲駒２５ａにそれぞれロー付け等により固定
保持されている。このため、各方向に対応する湾曲操作
ワイヤ２６がそれぞれ牽引弛緩されることによって、前
記湾曲部１２は、所望の方向に湾曲し、前記先端部１１
を所望の方向に向けられるようになっている。
【００２１】これら湾曲操作ワイヤ２６は、湾曲駆動部
３０により牽引弛緩されて前記湾曲部１２を電動で湾曲
するようになっている。尚、前記湾曲操作ワイヤ２６
は、図２中、上下方向又は左右方向かのいずれか２本を
記載している。
【００２２】前記湾曲駆動部３０は、前記湾曲操作ワイ
ヤ２６の基端部を巻き付けて固定保持し、この湾曲操作
ワイヤ２６を牽引弛緩するスプロケット３１と、このス
プロケット３１を回動させるモータ３２とを有して構成
されている。
【００２３】前記湾曲駆動部３０は、前記モータ３２の
駆動力を切断するためのクラッチ３３を前記スプロケッ
ト３１と前記モータ３２との間に設けている。このこと
により、前記湾曲駆動部３０は、前記クラッチ３３の動
作により、前記モータ３２の駆動力の伝達を切断してア
ングルフリーの状態にすることが可能となっている。前
記クラッチ３３は、前記湾曲制御装置５に設けた後述す
る制御部の制御により動作されるようになっている。
尚、前記クラッチ３３は、手動で動作されるように構成
しても良い。
【００２４】前記モータ３２は、延出する信号線３２ａ
が前記ユニバーサルコード８のアングルコネクタ９ｃに
至り、前記接続ケーブル５ａを介して前記湾曲制御装置
５に設けられたモータアンプ３４からモータ駆動信号を
供給されるようになっている。前記モータアンプ３４
は、制御部３５に接続され、この制御部３５により制御
駆動されるようになっている。
【００２５】また、前記モータ３２は、回転位置検出手
段として回転位置を検出するエンコーダ３６が設けられ
ている。このエンコーダ３６は、延出する信号線３６ａ
が前記ユニバーサルコード８のアングルコネクタ９ｃに
至り、検出したモータ３２の回転位置を示す回転位置信
号を前記制御部３５に出力するようになっている。
【００２６】前記スプロケット３１は、前記モータ３２
の回転運動を前記湾曲操作ワイヤ２６の進退運動に変換
するものである。このスプロケット３１は、回転位置検
出手段として回転位置を検出するためのポテンショメー
タ３７が接続されている。このポテンショメータ３７
は、延出する信号線３７ａが前記ユニバーサルコード８
のアングルコネクタ９ｃに至り、検出したスプロケット
３１の回転位置を示す回転位置信号を前記制御部３５に
出力するようになっている。
【００２７】尚、符号３８は、クラッチ動作検出スイッ
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チ３８であり、前記クラッチ３３がオンオフしているか
否かを検出するものである。このクラッチ動作検出スイ
ッチ３８も同様に延出する信号線３８ａが前記ユニバー
サルコード８のアングルコネクタ９ｃに至り、検出した
クラッチ３３の動作を示すクラッチ動作信号を前記制御
部３５に出力するようになっている。
【００２８】また、上述したように前記電動湾曲内視鏡
２は、前記操作部７の把持部７ａにジョイスティックや
トラックボール等の湾曲操作入力部２０が設けられてい
る。この湾曲操作入力部２０は、延出する信号線２０ａ
が前記ユニバーサルコード８のアングルコネクタ９ｃに
至り、操作入力された湾曲操作を示す湾曲操作信号を前
記制御部３５に出力するようになっている。
【００２９】そして、前記制御部３５は、前記湾曲操作
入力部２０からの湾曲操作信号に従って、回転位置検出
手段としての前記エンコーダ３６及び前記ポテンショメ
ータ３７からの信号に基づき、前記モータアンプ３４を
制御して前記モータ３２を駆動し、前記湾曲部１２を湾
曲動作させるようになっている。
【００３０】ここで、従来の電動湾曲内視鏡は、落とし
たり又はうっかりと操作して前記湾曲操作入力部２０を
急激に動かしてしまった場合、この湾曲操作入力部２０
の湾曲操作信号に従って前記湾曲駆動部３０の駆動によ
り、前記湾曲部１２が操作者の意図しない急激な湾曲動
作を行ってしまうことになる。
【００３１】そこで、本実施の形態では、前記電動湾曲
内視鏡２は、前記湾曲部１２の操作者の意図しない湾曲
動作を防止するための防止手段を設けて構成する。即
ち、本実施の形態では、前記電動湾曲内視鏡２は、操作
者の湾曲操作意図を検知する意図検知部３９を設け、こ
の意図検知部３９で検知した結果に基づいて前記制御部
３５が前記湾曲操作入力部２０の入力指示を有効とする
ように構成されている。
【００３２】前記意図検知部３９は、前記操作部７に設
けられている。この意図検知部３９は、延出する信号線
３９ａが前記ユニバーサルコード８のアングルコネクタ
９ｃに至り、検出した操作者の湾曲操作意図を示す検出
信号を前記制御部３５に出力するようになっている。
【００３３】前記意図検知部３９は、図３に示すように
前記操作部７の前記把持部７ａに操作者の手に当接する
ような形状で設けられる。そして、前記意図検知部３９
は、操作者が前記把持部７ａを把持して前記湾曲操作入
力部２０を操作する際の手の動きを手の平の微小（微
妙）な圧力変化や温度変化又は振動を検知する例えば、
感圧センサや温度センサ又は振動センサである。
【００３４】そして、前記制御部３５は、前記意図検知
部３９で検出した検出信号に基づき、後述する図４のフ
ローチャートに従って、前記湾曲部１２の湾曲制御を行
うように構成されている。
【００３５】このように構成される電動湾曲内視鏡２
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7
は、図１で説明したように光源装置３，ビデオプロセッ
サ４及び湾曲制御装置５に接続されて内視鏡検査等に用
いられる。操作者は、図３に示すように電動湾曲内視鏡
２の把持部７ａを把持して意図検知部３９を手の平で覆
い内視鏡検査を行う。そして、内視鏡検査の途中等で、
操作者は、ジョイスティック等の湾曲操作入力部２０を
湾曲操作して湾曲部１２を湾曲動作させようとする。そ
して、電動湾曲内視鏡２は、図４のフローチャートに示
すように湾曲部１２の湾曲制御が行われる。
【００３６】このとき、操作者は、親指で湾曲操作入力
部２０を操作する。すると、意図検知部３９は、操作者
の手の平の微小（微妙）な動きを圧力変化等で検出して
湾曲操作意図を検出し、検出信号を湾曲制御装置５の制
御部３５へ出力する。
【００３７】すると、湾曲制御装置５の制御部３５は、
意図検知部３９からの検出信号に基づき、湾曲操作入力
部２０の湾曲操作を有効にするか否かを判断する（ステ
ップS１）。
【００３８】そして、湾曲操作を有効にする場合、制御
部３５は、モータアンプ３４をオンし（ステップS
２）、湾曲操作入力部２０の入力指示による指令値（湾
曲操作信号）を読み込む（ステップS３）。
【００３９】制御部３５は、読み込んだ湾曲操作入力部
２０の指令値（湾曲操作信号）からモータ回転角度を演
算し（ステップS４）、この演算した値をモータアンプ
３４に出力してモータ回転角度を指示する（ステップS
５）。すると、モータアンプ３４は、指示されたモータ
回転角度となるようにモータ３２を駆動する。
【００４０】そして、モータ３２の駆動力は、クラッチ
３３を介してスプロケット３１に伝達され、このスプロ
ケット３１が回動する。すると、このスプロケット３１
に固定保持された湾曲操作ワイヤ２６が牽引弛緩される
ことで、湾曲部１２が所定の湾曲動作を行う。そして、
再び、操作者が湾曲部１２を湾曲動作させようとするま
で、電動湾曲内視鏡２はそのままの状態を維持する。
【００４１】ここで、例えば、内視鏡検査の途中で操作
者が電動湾曲内視鏡２を取り落としたとする。すると、
電動湾曲内視鏡２は、床に落ちて湾曲操作入力部２０が
急激に動作する。このとき、電動湾曲内視鏡２は、操作
者が把持部７ａを把持していないので、操作者の手の平
が意図検知部３９を覆っていない。
【００４２】すると、意図検知部３９は、検出信号を出
力しないので湾曲制御装置５の制御部３５は、湾曲操作
入力部２０の湾曲操作を無効と判断し（ステップS
１）、モータアンプ３４をオフする（ステップS６）。
これにより、電動湾曲内視鏡２は、湾曲部１２の湾曲動
作を行うことが無い。
【００４３】そして、電動湾曲内視鏡２は、操作者が電
動湾曲内視鏡２を床から取り上げて把持部７ａを把持
し、再び湾曲部１２を湾曲動作させようとするまで、そ
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のままの状態を維持する。このようにして電動湾曲内視
鏡２は、湾曲部１２の湾曲動作を行うことが可能であ
る。この結果、本実施の形態の電動湾曲内視鏡２は、湾
曲部１２の操作者の意図しない湾曲動作を防止すること
が可能である。
【００４４】尚、本実施の形態の電動湾曲内視鏡２は、
取り込んだ被写体像を撮像する撮像装置２４を挿入部先
端部１１に内蔵した電子内視鏡に本発明を適用している
が、本発明はこれに限定されず、取り込んだ被写体像を
伝達する像伝達手段を有し、この像伝達手段で伝達され
た被写体像を操作部後端部に設けた接眼部で観察可能な
光学内視鏡に本発明を適用しても勿論構わない。
【００４５】また、本実施の形態の電動湾曲内視鏡２
は、湾曲制御装置５に着脱自在に接続され、この湾曲制
御装置５で湾曲駆動部３０を駆動制御するように構成さ
れているが、本発明はこれに限定されず、湾曲制御装置
５を内蔵して構成しても勿論構わない。
【００４６】（第２の実施の形態）図５及び図６は本発
明の第２の実施の形態に係り、図５は本発明の第２の実
施の形態を備えた電動湾曲内視鏡装置を示す概略構成
図、図６は有効化スイッチを設けたジョイスティックを
示す概略断面図である。
【００４７】上記第１の実施の形態は、操作者の意図し
ない湾曲部１２の湾曲動作を防止する防止手段として操
作者の湾曲操作意図を検知する意図検知部３９を設け、
この意図検知部３９で検知した結果に基づき、湾曲操作
入力部２０の入力指示を有効とするように構成している
が、本第２の実施の形態は、操作者の意図しない湾曲部
１２の湾曲動作を防止する防止手段として湾曲操作入力
部２０の入力指示を有効とする有効化スイッチを設けて
構成する。それ以外の構成は、上記第１の実施の形態と
同様なので説明を省略し、同じ構成には同じ符号を付し
て説明する。
【００４８】即ち、図５に示すように本第２の実施の形
態を備えた電動湾曲内視鏡装置４０は、電動湾曲内視鏡
２Bの湾曲操作入力部２０の入力指示を有効とする有効
化スイッチ４１を前記湾曲制御装置５Bに設けて構成さ
れる。前記有効化スイッチ４１は、前記湾曲制御装置５
Bの制御部３５に接続される例えば、フットスイッチや
ハンドスイッチである。尚、前記有効化スイッチ４１
は、前記湾曲制御装置５Bのフロントパネルに設けても
良い。
【００４９】この有効化スイッチ４１は、押下操作され
ることで、前記湾曲制御装置５Bの制御部３５へ有効化
信号を出力するようになっている。前記湾曲制御装置５
Bの制御部３５は、有効化スイッチ４１からの有効化信
号に基づき、湾曲操作入力部２０の湾曲操作を有効にし
て湾曲部１２の湾曲動作を行うようになっている。
【００５０】このように構成される電動湾曲内視鏡２B
は、上記第１の実施の形態で説明したのと同様に光源装
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置３，ビデオプロセッサ４及び湾曲制御装置５Bに接続
されて内視鏡検査等に用いられる。操作者は、電動湾曲
内視鏡２Bの把持部７ａを把持して内視鏡検査を行う。
そして、内視鏡検査の途中等で、操作者は、ジョイステ
ィック等の湾曲操作入力部２０を湾曲操作して湾曲部１
２を湾曲動作させようとする。このとき、操作者は、有
効化スイッチ４１を押下操作すると共に、親指で湾曲操
作入力部２０を操作する。すると、有効化スイッチ４１
は、湾曲制御装置５Bの制御部３５へ有効化信号を出力
する。
【００５１】そして、湾曲制御装置５Bの制御部３５
は、有効化スイッチ４１からの有効化信号に基づいて湾
曲操作入力部２０の湾曲操作を有効化し、この湾曲操作
入力部２０の湾曲操作に従って湾曲部１２の湾曲動作を
行う。このとき、湾曲制御装置５Bの制御部３５は、上
記第１の実施の形態で説明した図４のフローチャートと
ほぼ同様な制御を行う。尚、有効化スイッチ４１は、押
下操作中、有効化信号を出力する形態でも良いし、ＯＮ
／ＯＦＦ操作スイッチでも良い。この結果、本第２の実
施の形態の電動湾曲内視鏡２Bは、上記第１の実施の形
態と同様な効果を得る。
【００５２】また、前記有効化スイッチ４１は、図６に
示すように湾曲操作入力部２０であるジョイスティック
に設けても良い。図６に示すようにジョイスティック５
０は、ボール状基底部５１にスティック部５２が延設し
て構成されている。前記ボール状基底部５１は、操作部
７に形成した受け部５３に回動自在に装入保持されてい
る。
【００５３】また、前記ジョイスティック５０は、前記
スティック部５２の上部側を例えば、ゴムカバー５４に
よって覆われている。このゴムカバー５４は、前記ジョ
イスティック５０に対向する内周面側中央部に前記ステ
ィック部５２の頂上部を保持固定する固定部５５を有
し、端部を操作部７の外表面に接着等により固定され、
水密を保持している。
【００５４】そして、前記ジョイスティック５０は、前
記ゴムカバー５４の頭頂部付近を例えば、親指で回動自
在にぐりぐりと操作されることで、前記スティック部５
２と共に前記ボール状基底部５１が回動自在に回転され
るようになっている。
【００５５】尚、図示しないが前記ジョイスティック５
０は、前記ボール状基底部５１が回転位置検出手段とし
てのポテンショメータに接続されている。このポテンシ
ョメータは、前記湾曲制御装置５Bの制御部３５に接続
され、前記ジョイスティック５０の回転位置を示す回転
位置信号を出力するようになっている。
【００５６】本変形例では、前記ジョイスティック５０
は、前記スティック部５２の頂上部と前記ゴムカバー５
４との間に有効化スイッチ４１Bを設けて構成してい
る。この有効化スイッチ４１Bは、前記ゴムカバー５４
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の頭頂部付近を押下操作することでオンし、図示しない
信号線を介して前記湾曲制御装置５Bの前記制御部３５
へ有効化信号を出力するようになっている。尚、有効化
スイッチ４１Bは、押下操作中、有効化信号を出力する
形態でも良いし、ＯＮ／ＯＦＦ操作スイッチでも良い。
これにより、本変形例は、上記第２の実施の形態で説明
した有効化スイッチ４１とほぼ同様に用いられ、同様な
効果を得る。
【００５７】（第３の実施の形態）図７及び図８は本発
明の第３の実施の形態に係り、図７は本発明の第３の実
施の形態の電動湾曲内視鏡に設けた湾曲操作入力部を示
す説明図であり、図７（ａ）は湾曲操作入力部を示す概
略断面図、図７（ｂ）は同図（ａ）の傾斜部に設けたリ
ング状面スイッチを示す説明図、図８は図７の湾曲操作
入力部の変形例を示す説明図であり、図８（ａ）は湾曲
操作入力部を示す概略断面図、図８（ｂ）は同図（ａ）
の受け部に形成したV溝を示す説明図である。
【００５８】本第３の実施の形態は、操作者の意図しな
い湾曲部１２の湾曲動作を防止する防止手段として前記
湾曲操作入力部２０の湾曲操作時に、この湾曲操作入力
部２０の操作位置が所定の位置に達したことを告知する
告知手段を設けて構成する。
【００５９】即ち、図７に示すように本第３の実施の形
態の電動湾曲内視鏡は、湾曲操作入力部２０であるジョ
イスティック５０Bに、告知手段として前記スティック
部５２の所定部分に突設してフランジ部６１を設けると
共に、前記操作部７の傾斜部６２の所定位置にリング状
面スイッチ６３を設けて構成される。前記リング状面ス
イッチ６３は、図７（ｂ）に示すように傾斜部６２表面
に対して同心円状に設けられている。尚、前記リング状
面スイッチ６３は、分割されて設けられても良い。
【００６０】そして、前記ジョイスティック５０は、前
記スティック部５２が操作されて所定位置に達したと
き、前記フランジ部６１が前記リング状面スイッチ６３
に当接することにより手の親指にクリック感を感じさ
せ、操作位置が所定の位置に達したことを告知するよう
になっている。尚、この操作位置は、例えば、挿入部先
端部１１の方向が反転する湾曲部１２の湾曲角度が９０
度以上になる位置である。
【００６１】更に、前記リング状面スイッチ６３は、前
記フランジ部６１が当接することでオンするようになっ
ている。すると、このリング状面スイッチ６３は、図示
しない信号線を介して前記湾曲制御装置５Bの前記制御
部３５へジョイスティック５０の傾き位置を信号として
出力する位置指令から、湾曲速度が一定でこのスイッチ
６３を当接している位置により湾曲方向を指示する速度
指令の信号出力を行うようになっている。
【００６２】前記湾曲制御装置５Bの前記制御部３５
は、前記リング状面スイッチ６３からの速度指令信号に
基づき、前記湾曲部１２の湾曲動作を行うように構成さ
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れている。このとき、湾曲速度は、予め設定されたもの
である。また、設定する速度は、複数の段階で用意され
ていても良い。
【００６３】このように構成される電動湾曲内視鏡は、
上記第１の実施の形態で説明したのと同様に光源装置
３，ビデオプロセッサ４及び湾曲制御装置５に接続され
て内視鏡検査等に用いられる。操作者は、電動湾曲内視
鏡の把持部７ａを把持して内視鏡検査を行う。そして、
内視鏡検査の途中等で、操作者は、ジョイスティック５
０Bを湾曲操作して湾曲部１２を湾曲動作させようとす
る。このとき、操作者は、親指でジョイスティック５０
Bをぐりぐりと操作する。そして、ジョイスティック５
０Bは、湾曲部１２の湾曲角度が９０度以上になる反転
位置に操作位置が達したとき、フランジ部６１がリング
状面スイッチ６３に当接することで、手の親指にクリッ
ク感を生じさせる。これにより、操作者は、湾曲部１２
が反転する位置にまでジョイスティック５０Bを操作し
たことを認識することができる。
【００６４】更に、リング状面スイッチ６３は、フラン
ジ部６１が当接することでオンし、湾曲制御装置５Bの
制御部３５へジョイスティック５０の傾き位置を信号と
して出力する位置指令から、湾曲速度が一定でこのスイ
ッチ６３を当接している位置により湾曲方向を指示する
速度指令の信号出力を行う。
【００６５】この結果、本第３の実施の形態の電動湾曲
内視鏡は、上記第１，第２の実施の形態と同様な効果を
得ることに加え、湾曲部１２が反転する位置にまでジョ
イスティック５０Bを操作したことを告知できると共
に、反転する位置以降の湾曲部１２の湾曲動作の速度を
十分ゆっくりな速度に設定することが可能である。
【００６６】また、ジョイスティックは、告知手段を図
８に示すよう構成しても良い。図８（ａ）に示すように
ジョイスティック５０Cは、告知手段として前記ボール
状基底部５１に形成した穴部７１に一端が固定されたば
ね７２を設け、前記操作部７の前記受け部５３表面側に
対向するばね７２の他端側に、このばね７２の付勢力に
抗して前記受け部５３表面を摺動するボール状摺動部７
３を保持固定すると共に、前記受け部５３表面の所定位
置に前記ボール状摺動部７３が挿脱自在に挿入されるV
溝７４を形成して構成される。前記V溝７４は、図８
（ｂ）に示すように前記受け部５３表面に同心円状に形
成されている。
【００６７】そして、前記ジョイスティック５０Cは、
前記スティック部５２が操作されて所定位置に達したと
き、前記スティック部５２の操作に伴い摺動して前記ボ
ール状摺動部７３が前記V溝７４に挿入することで、手
の親指にクリック感を感じさせ、操作位置が所定の位置
に達したことを告知するようになっている。これによ
り、本変形例は、上記第３の実施の形態と同様な効果を
得る。
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【００６８】（第４の実施の形態）図９ないし及び図１
６は本発明の第４の実施の形態に係り、図９は本発明の
第４の実施の形態の電動湾曲内視鏡に設けた湾曲操作入
力部を示す概略断面図、図１０ないし図１７は図９の湾
曲操作入力部の変形例を示す説明図であり、図１０はゴ
ムカバーを厚く形成した湾曲操作入力部を示す概略断面
図、図１１はトラックボールを用いた湾曲操作入力部を
示す概略断面図、図１２は磁石を用いた湾曲操作入力部
を示す概略断面図、図１３は図１２の湾曲操作入力部の
変形例を示す概略断面図、図１４は粘性流体を封入した
輪状の袋を複数配置した湾曲操作入力部を示す概略断面
図、図１５は図１４の湾曲操作入力部の変形例を示す概
略説明図であり、図１５（ａ）は形状を変えて配置した
輪状の袋を示す概略説明図、図１５（ｂ）は粘性流体の
種類を変えて封入した輪状の袋を示す概略説明図、図１
６はギヤを用いた湾曲操作入力部を示す概略説明図であ
り、図１６（ａ）は湾曲操作入力部の１方向断面図、図
１６（ｂ）は同図（ａ）の本体枠を示す概略斜視図、図
１７は図１６の湾曲操作入力部の変形例を示す概略説明
図であり、図１７（ａ）は粘性流体を封入して構成した
ギヤの原動車を示す概略断面図、図１７（ｂ）は同図
（ａ）の縦断面図である。
【００６９】本第４の実施の形態は、操作者の意図しな
い湾曲部１２の湾曲動作を防止する防止手段として前記
湾曲操作入力部２０の湾曲操作時に、この湾曲操作入力
手段に動作抵抗を生じさせる動作抵抗手段を設けて構成
する。
【００７０】即ち、図９に示すように本第４の実施の形
態の電動湾曲内視鏡は、湾曲操作入力部２０であるジョ
イスティック５０Dに、動作抵抗手段として前記スティ
ック部５２の所定部分にスカート状の弾性部材８１を設
けて構成される。これにより、前記ジョイスティック５
０Dは、前記スティック部５２が操作されて所定位置以
上に操作されたとき、前記弾性部材８１が傾斜部６２表
面に当接して押圧されることで、手の親指に動作抵抗を
生じさせることが可能となる。
【００７１】また、ジョイスティック５０Dは、動作抵
抗手段を図１０に示すように構成しても良い。図１０に
示すようにジョイスティック５０Eは、動作抵抗手段と
して前記スティック部５２が固定される中央部付近から
前記操作部７表面に固定される縁部に沿って、ゴムカバ
ー５４Eを厚く形成されて構成される。尚、符号８２
は、前記ゴムカバー５４Eを補強固定している固定部材
である。これにより、前記ジョイスティック５０Eは、
前記ゴムカバー５４Eの変形による弾性力に抗して前記
スティック部５２が操作されることで、手の親指に動作
抵抗を生じさせることが可能となる。
【００７２】また、電動湾曲内視鏡は、湾曲操作入力部
２０としてのトラックボールに、動作抵抗手段を設けて
構成しても良い。図１１に示すようにトラックボール８
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３は、操作部材である回動ボール８４が前記操作部７内
部に設けたボール受け部８５に回動自在に装入保持され
ている。このボール受け部８５は、前記回動ボール８４
が装入保持される面上を動作抵抗手段として摩擦を生じ
る摩擦部材で形成している。尚、前記ボール受け部８５
は、前記操作部７内部で図示しない固定手段により固定
保持されている。これにより、前記トラックボール８３
は、前記摩擦部材の摩擦抵抗に抗して回動操作されるこ
とで、手の親指に動作抵抗を生じさせることが可能とな
る。
【００７３】尚、図示しないが前記トラックボール８３
は、上述したジョイスティックと同様に前記ボール受け
部８５がポテンショメータに接続され、このポテンショ
メータから前記湾曲制御装置５Bの制御部３５に回転位
置信号を出力するようになっている。
【００７４】また、湾曲操作入力部２０は、動作抵抗手
段として磁力を用いて構成しても良い。図１２に示すよ
うに湾曲操作入力部２０であるジョイスティック５０F
は、動作抵抗手段として前記スティック部５２の所定部
分に操作側磁石９１を設けると共に、前記傾斜部６２の
所定位置に前記操作側磁石９１と反発する受け手側磁石
９２を設けて構成される。これにより、前記ジョイステ
ィック５０Fは、前記操作側磁石９１と受け手側磁石９
２との反発力に抗して操作されることで、手の親指に動
作抵抗を生じさせることが可能となる。
【００７５】尚、前記ジョイスティック５０Fは、動作
抵抗手段として磁力を用いて構成している。この回転位
置検出手段として例えば、光学マウス９３を用いてい
る。この光学マウス９３は、例えば、前記ボール状基底
部５１に光を照射して得られるニュウトンリング等を検
出することで、前記ボール状基底部５１の回転位置を検
出するようなフォトリフレクタである。
【００７６】また、ジョイスティックは、磁力を用いた
動作抵抗手段として、図１３に示すように磁力の反発力
でなく、引き合う力を利用しても良い。図１３に示すよ
うにジョイスティック５０Gは、動作抵抗手段として前
記ボール状基底部５１Gを磁性体で形成すると共に、前
記受け部５３表面の所定部分に受け手側磁石９２Gを設
けて構成される。これにより、前記ジョイスティック５
０Gは、前記ボール状基底部５１Gと受け手側磁石９２G
との引き合う力に抗して操作されることで、手の親指に
動作抵抗を生じさせることが可能となる。また、上記の
ように動作抵抗手段として磁力を利用した場合でも、回
転位置検出手段としてポテンショメータを使用しても良
い。
【００７７】また、ジョイスティックは、動作抵抗手段
として、図１４に示すようにゲル等の粘性流体を封入し
た輪状の袋を用いて構成しても良い。図１４に示すよう
にジョイスティック５０Hは、動作抵抗手段として前記
スティック部５２の所定部分を覆うようにゲル等の粘性
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流体９４を封入した輪状の袋９５を複数配置して構成さ
れる。これにより、前記ジョイスティック５０Hは、前
記複数の輪状の袋９５の変形に伴い、これら袋９５内に
封入された粘性流体９４の粘性力に抗して前記スティッ
ク部５２が操作されることで、手の親指に動作抵抗を生
じさせることが可能となる。
【００７８】尚、前記ジョイスティック５０Hは、図１
５に示すように前記複数の輪状の袋９５を配置されても
良い。例えば、前記ジョイスティック５０Hは、図１５
（ａ）に示すように前記複数の輪状の袋９５の形状を変
えて前記スティック部５２側に扁平状の袋９５Aを配置
し、これら扁平状の袋９５Aの外周に球状の袋９５Bを配
置している。
【００７９】また、例えば、前記ジョイスティック５０
Hは、図１５（ｂ）に示すように前記複数の輪状の袋９
５に封入される粘性流体９４の種類を変えて前記スティ
ック部５２側に配置される袋９５Cに粘性力の小さい粘
性流体９４Aを封入し、これらの外周に配置される袋９
５Dに粘性力の高い粘性流体９４Bを封入している。
【００８０】これら図１５（ａ），（ｂ）に示すように
前記複数の輪状の袋９５を配置することで、前記ジョイ
スティック５０Hは、湾曲部１２を小さな湾曲角度で湾
曲動作する際に前記スティック部５２を小さく操作する
と動作抵抗が小さく、また、湾曲部１２を大きな湾曲角
度で湾曲動作する際に前記スティック部５２を大きく操
作すると動作抵抗が大きく構成可能である。
【００８１】また、ジョイスティックは、動作抵抗手段
として、図１６に示すようにギヤを用いて構成しても良
い。図１６（ａ），（ｂ）に示すようにジョイスティッ
ク５０Iは、前記スティック部５２が延出する基底部５
１Iに対して互いに直交する２つの回転軸９６が軸止さ
れ、これら２つの回転軸９６がコの字状枠体９７ａを互
いに直交して組み合わされた本体枠９７にそれぞれ回動
自在に軸支されて構成される。尚、図１６（ａ）は、図
面の都合上、１方向から見た概略断面図である。
【００８２】前記ジョイスティック５０Iは、前記本体
枠９７の外部に設けた回転位置検出手段であるポテンシ
ョメータ９８に前記回転軸９６の一端が接続されて回転
位置を検出可能に構成されている。
【００８３】また、前記ジョイスティック５０Iは、動
作抵抗手段として前記本体枠９７の外部に設けたギヤ９
９の原動車９９ａに前記回転軸９６の他端が接続されて
構成されている。尚、符号９９ｂは、原動車９９ａに噛
合する従動車９９ｂである。
【００８４】これにより、前記ジョイスティック５０I
は、前記ギヤ９９に抗して前記スティック部５２が操作
されることで、手の親指に動作抵抗を生じさせることが
可能となる。
【００８５】また、前記ギヤ９９の原動車９９ａは、図
１７（ａ），（ｂ）に示すように内部に前記粘性流体９
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４を封入し、前記回転軸９６に軸止される羽部１００を
設けて構成しても良い。そして、前記ギヤ９９の原動車
９９ａは、前記粘性流体９４の粘性力に抗して前記羽部
１００を回動させることで、回動するようになってい
る。
【００８６】これにより、前記ジョイスティック５０I
は、更に前記粘性流体９４の粘性力に抗して前記スティ
ック部５２が操作されることで、手の親指に動作抵抗を
生じさせることが可能となる。尚、本発明は、以上述べ
た実施の形態のみに限定されるものではなく、発明の要
旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能である。
【００８７】［付記］
（付記項１）  挿入部先端側に設けた湾曲部を湾曲動作
させる湾曲駆動手段と、前記湾曲部に対する湾曲動作を
指示入力するための湾曲操作入力手段とを有する電動湾
曲内視鏡において、前記湾曲部の操作者の意図しない湾
曲動作を防止するための防止手段を設けたことを特徴と
する電動湾曲内視鏡。
【００８８】（付記項２）  前記防止手段は、操作者の
湾曲操作意図を検知する意図検知手段を有し、この意図
検知手段で検知した結果に基づき、前記湾曲操作入力手
段の入力指示を有効又は無効とすることを特徴とする付
記項１に記載の電動湾曲内視鏡。
【００８９】（付記項３）  前記防止手段は、前記湾曲
操作入力手段の湾曲操作時に、この湾曲操作入力手段の
操作位置が所定の位置に達したことを告知する告知手段
であることを特徴とする付記項１に記載の電動湾曲内視
鏡。
【００９０】（付記項４）  前記防止手段は、前記湾曲
操作入力手段の湾曲操作時に、この湾曲操作入力手段に
動作抵抗を生じさせる動作抵抗手段であることを特徴と
する付記項１に記載の電動湾曲内視鏡。
【００９１】（付記項５）  前記挿入部の基端側に連設
する操作部を有し、この操作部に前記意図検知手段を設
けたことを特徴とする付記項２に記載の電動湾曲内視
鏡。
【００９２】（付記項６）  前記意図検知手段は、前記
湾曲操作入力手段に設けたことを特徴とする付記項２に
記載の電動湾曲内視鏡。
【００９３】（付記項７）  前記意図検知手段は、操作
者の立ち位置に設けたことを特徴とする付記項２に記載
の電動湾曲内視鏡。
【００９４】（付記項８）  前記告知手段は、クリック
感を生じさせるクリック手段であることを特徴とする付
記項４に記載の電動湾曲内視鏡。
【００９５】（付記項９）  前記防止手段は、前記動作
抵抗手段の動作抵抗に抗して前記湾曲操作入力手段の湾
曲操作時に、この湾曲操作入力手段の操作位置が所定の
位置に達したことを告知する告知手段であることを特徴
とする付記項４に記載の電動湾曲内視鏡。 *
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*【００９６】（付記項１０）  前記動作抵抗手段は、前
記湾曲操作入力手段内に設けた粘性流体を注入した袋部
材であることを特徴とする付記項４に記載の電動湾曲内
視鏡。
【００９７】（付記項１１）  前記動作抵抗手段は、前
記湾曲操作入力手段内に設けた摩擦抵抗手段であること
を特徴とする付記項４に記載の電動湾曲内視鏡。
【００９８】（付記項１２）  前記動作抵抗手段は、前
記湾曲操作入力手段内に設けた磁性抵抗手段であること
を特徴とする付記項４に記載の電動湾曲内視鏡。
【００９９】（付記項１３）  前記意図検知手段は、前
記操作部に設けた把持部に操作者の手に当接する形状で
設けたことを特徴とする付記項５に記載の電動湾曲内視
鏡。
【０１００】（付記項１４）  前記告知手段は、クリッ
ク感を生じさせるクリック手段であることを特徴とする
付記項９に記載の電動湾曲内視鏡。
【０１０１】（付記項１５）  前記告知手段は、前記動
作抵抗手段の動作抵抗を増大させる増大手段であること
を特徴とする付記項９に記載の電動湾曲内視鏡。
【０１０２】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、湾
曲部の操作者の意図しない湾曲動作を防止可能な電動湾
曲内視鏡を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を備えた電動湾曲内
視鏡装置を示す全体構成図
【図２】図１の電動湾曲内視鏡装置を示す概略構成図
【図３】操作部の把持部に設けた意図検知部を示す概略
説明図
【図４】湾曲制御のフローチャート
【図５】本発明の第２の実施の形態を備えた電動湾曲内
視鏡装置を示す概略構成図
【図６】有効化スイッチを設けたジョイスティックを示
す概略断面図
【図７】本発明の第３の実施の形態の電動湾曲内視鏡に
設けた湾曲操作入力部を示す説明図
【図８】図７の湾曲操作入力部の変形例を示す説明図
【図９】本発明の第４の実施の形態の電動湾曲内視鏡に
設けた湾曲操作入力部を示す概略断面図
【図１０】ゴムカバーを厚く形成した湾曲操作入力部を
示す概略断面図
【図１１】トラックボールを用いた湾曲操作入力部を示
す概略断面図
【図１２】磁石の反発力を用いた湾曲操作入力部を示す
概略断面図
【図１３】図１２の湾曲操作入力部の変形例を示す概略
断面図
【図１４】粘性流体を封入した輪状の袋を複数配置した
湾曲操作入力部を示す概略断面図
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【図１５】図１４の湾曲操作入力部の変形例を示す概略
説明図
【図１６】ギヤを用いた湾曲操作入力部を示す概略説明
図
【図１７】図１６の湾曲操作入力部の変形例を示す概略
説明図
【符号の説明】
１…電動湾曲内視鏡装置
２…電動湾曲内視鏡
５…湾曲制御装置 *
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*６…挿入部
７…操作部
７ａ…把持部
１１…先端部
１２…湾曲部
２０…湾曲操作入力部
２６…湾曲操作ワイヤ
３０…湾曲駆動部
３５…制御部
３９…意図検知部

【図１】 【図２】

【図３】

【図６】 【図１１】
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【図４】 【図５】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１２】 【図１３】

【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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意图检测部39；以及基于意图检测部39的检测结果而设置在弯曲控制装
置5中的控制部。 图35的结构被构造成使弯曲操作输入部20的输入指令
有效。
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